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戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

２
月
定
例
教
育
委
員
会
の

日
程
に
つ
い
て

美
波
町
立
小
・
中
学
校
臨
時
教

員
候
補
者
登
録
の
お
知
ら
せ

日
和
佐
都
市
計
画
公
園
の
決
定

素
案
の
縦
覧
及
び
説
明
会
等
の

開
催
に
つ
い
て

日
時　
２
月
28
日
(水) 

　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜

場
所　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室

　

美
波
町
教
育
委
員
会
で
は
、
臨
時

的
に
教
員
を
必
要
と
す
る
場
合
に
備

え
て
町
立
小
・
中
学
校
臨
時
教
員
候

補
者
を
登
録
し
て
い
ま
す
。

　

小
学
校
教
員
、
中
学
校
教
員
、
養

護
教
員
の
資
格
を
お
持
ち
の
方
で
、

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
美
波
町

教
育
委
員
会
事
務
局（
☎
77-

３
６
２

０
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
た
び
、
日
和
佐
都
市
計
画
公

園
に
つ
き
ま
し
て
、
現
状
の
社
会
情

勢
・
土
地
利
用
形
態
の
変
化
等
に
伴

い
日
和
佐
都
市
計
画
公
園
の
決
定
を

行
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の

と
お
り
素
案
を
縦
覧
す
る
と
と
も
に
、

説
明
会
及
び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

① 

素
案
の
縦
覧

・
縦
覧
期
間　

2
月
26
日
(月) 

か
ら

3
月
15
日
(木) 

ま
で

・
縦
覧
場
所　

美
波
町
建
設
課

② 

説
明
会

・
開
催
日
時　

3
月
2
日
(金) 

午
後
７
時
か
ら

・
開
催
場
所　

日
和
佐
公
民
館
3
F

大
集
会
室

③ 

公
聴
会

・
開
催
日
時　

3
月
20
日
(火) 

午
後
７
時
か
ら

・
開
催
場
所　

日
和
佐
公
民
館
3
F

大
集
会
室

・
公
述
申
込

美
波
町
内
に
お
住
ま
い
で
、
当
該

都
市
計
画
公
園
決
定
の
素
案
に
対

し
て
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

意
見
の
要
旨
、
そ
の
理
由
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
記
載
し
た
書

面
を
3
月
15
日
(木) 

ま
で
に
美
波

町
長
あ
て
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
提
出
先
は
美
波
町
建
設
課
）

＊
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は
、「
公

聴
会
」は
行
い
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
せ
先

役
場
建
設
課

　
☎
77-

３
６
１
８

FAX
77-

1
6
6
6

　

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限

が
近
づ
い
て
い
ま
す
。
平
成
30
年
４

月
２
日
ま
で
に
、ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
第
十
回

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
請
求

く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
と
な
る
方

 

平
成
27
年
４
月
１
日（
基
準
日
）に

お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
」や「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」な
ど

を
受
け
る
方（
戦
没
者
の
妻
や
父
母

等
）が
い
な
い
場
合
に
、
以
下
の
順

番
で
順
位
が
先
に
な
る
ご
遺
族
お
一

人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

◎
支
給
対
象
者
は
、
戦
没
者
等
の
死

亡
当
時
の
ご
遺
族
で

１
．
平
成
27
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

２
．
戦
没
者
等
の
子

３
．
戦
没
者
等
の
①
父
母 

②
孫 

③

祖
父
母 

④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
、 

順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

４
．
上
記
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
、
姪
な
ど
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
が

あ
っ
た
方
に
限
り
ま
す
。

■
支
給
内
容

国
債
名
称　

第
十
回
特
別
弔
慰
金

　
　
　
　
　

国
庫
債
券　

い
号

額　
　

面　

25
万
円（
５
年
償
還
）

■
請
求
窓
口

役
場
住
民
生
活
課

　
☎
77-

３
６
１
３

由
岐
支
所

　
☎
78-

１
１
１
１

　明けましておめでとうございます。新年を迎えた1月7日は、ヘル
スメイトにとって「七草粥でお接待の日」であり、毎年の恒例事業と
なっています。
　今年も住民さんはじめ、遠方から参拝に来られた方など約350食
のお接待をすることができました。
　体に良い効果がたくさんある七草を使った七草粥は「健康に過ごせ
ますように」と無病息災を願うとともに、飲
食の機会が多いお正月で疲れた胃腸をやす
めるための行事食です。
　七草粥を食べられた方の “温まった～” “今
年も元気に過ごせそうな気がしてきた” など
の感想をいただき嬉しく思いました。今年
も引き続き、ヘルスメイトとしての活動を
頑張っていきたいと思います。

美波町ヘルスメイト　1月7日  薬王寺にて七草粥でお接待


